
北九州市監査公表第１号 

令和元年５月２４日  

北九州市監査委員  井 上   勲 

同         廣 瀨 隆 明 

同         香 月 耕 治 

同         河 田 圭一郎 

監査委員の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方

自治法第１９９条第１２項の規定により、次のとおり公表する。 

１ 監査の種類 

定期監査(工事監査) 

２ 措置を講じた局等 

港湾空港局 

３ 監査の期間 

平成３０年４月１９日から平成３０年８月２２日まで 

４ 監査公表の時期 

平成３１年２月２０日（平成３１年監査公表第３号） 



５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）港湾空港局 

監  査  の  結  果 措  置  状  況 

ア 工事費の積算について 

（整備保全課） 

［１１］改修（統合）戸畑浮桟橋設置

工事（２８） 

本工事は、若戸渡船における戸畑側

浮桟橋の老朽化のため、浮桟橋、連絡

橋及びそれらを覆う屋根を新規に製

作し、現渡船場の東側に仮設置するも

のである。 

工事費の積算にあたり、連絡橋を除

く、屋根及び浮桟橋等については、建

設資材価格特別調査により資材価格

を決定しているが、このうち屋根塗装

の価格には素地調整及び下塗りを含

み、中塗り及び上塗りは含まれていな

い。 

しかし、屋根塗装の積算にあたっ

て、素地調整から上塗りまでの費用を

計上したため、屋根塗装に係る素地調

整及び下塗りの費用が二重計上とな

っていた。 

また、中塗り及び上塗りは現場塗装

であるにも関わらず、工場塗装歩掛を

適用したため、不適切な積算となって

いた。 

 工事の積算にあたっては、所定の基

準書等を遵守し、適切に行われたい。

今回の指摘は、浮桟橋及び連絡橋の

上屋（屋根）の塗装について、塗装の

工程や施工箇所を十分に把握できて

いなかったことが、二重計上及び不適

切な積算の原因である。 

今回の指摘を踏まえ、①「塗装工の

設計にあたっては、各工程や施工箇所

を設計会社や施工業者等に確認して

十分に把握すること」、②「建設資材

価格特別調査の依頼を行うにあたっ

ては、塗装の有無などの条件をはっき

りと明示して依頼を行うこと」を平成

３０年９月２８日開催の「整備保全課

調整会議」にて周知徹底を図った。 

また、局の「設計・積算上の取り決

め事項」に、これらの改善策を１１月

１日に追記した。 

さらに、過去に監査で指摘された事

例を取り纏めたものを作成し、今後、

同様の間違いが起きないよう、設計に

あたっては、それを参照するよう指導

を行った。 



監  査  の  結  果 措  置  状  況 

イ 工事の施工管理について 

（整備保全課） 

［２８］改修（統合）北湊物揚場（－

３．５ｍ）工事（２９) 

本工事は、若松区大字安瀬の北湊地

区において、物揚場の劣化したコンク

リート部分を除去し、新たに断面修復

材でコンクリート断面を復元するも

のである。 

土木工事の施工管理においては、工

程管理、出来形管理、品質管理及び写

真管理の方法が、土木工事施工管理基

準によって定められている。また、こ

の基準が定められていない工種につ

いては、監督員と協議の上、施工管理

を行うことになっている。 

本工事の断面修復工は、土木工事施

工管理基準に定めがないため、監督員

と受注者との協議がなされ、出来形管

理等を決定している。しかし、決定し

た断面修復工の出来形管理において

は、測定箇所は縦横の「幅」のみであ

り、「厚さ」は対象となっていなかっ

た。また、施工後に行う断面修復工の

写真管理においては、全箇所で「幅」

とともに「厚さ」を撮影することにな

っていたが、「厚さ」を撮影していな

かった。 

このため、契約図書に定められた断

面修復材の適正な施工数量を把握で

きず、不適切な施工管理となってい

た。 

 今回の指摘は、施工管理の内容につ

いて、監督員と受注者の協議が不十分

であったことと、施工計画書に記載し

た管理内容に従った管理がなされな

かったことから、不適切な施工管理と

なっていたものである。 

 今回の指摘を受け、今後は、市土木

工事施工管理基準に定めのない工種

については、監督員と受注者で十分に

協議を行ったうえで施工計画書への

記載を確実に行い、施工計画書に基づ

く施工管理を徹底することとし、再発

防止を図るため、「整備保全課調整会

議」（平成３０年９月２８日実施）の

中で、周知徹底を図った。 

また、過去に監査で指摘された事例

を取り纏めたものを作成し、今後、同

様の間違いが起きないよう、それを参

照するよう指導を行った。 



監  査  の  結  果 措  置  状  況 

管理基準が定められていない工種

は、土木工事施工管理基準を遵守し、

管理項目及び方法を定め、施工管理を

適切に行われたい。 

注・・［ ］内の数字は、平成  年監査公表第  号の別表１本工事抽出一覧表の番号を示す


